
0

第2次四日市市情報化実行計画
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１ はじめに

現在、社会全体ではスマートフォンやオンラインサービスの更なる普及

により、デジタル技術やデータを活用して、一人ひとりのニーズに合わせ

たサービスの提供が可能な時代になっています。特に、生成AIやデジタル

ツールの進化により、行政・医療・教育などの分野で個別最適化された

サービスの提供が現実のものとなりつつあります。

また、新型コロナウイルス感染症の流行を契機とした生活様式の変化は、

継続的な社会構造の変革を促しており、人口減少や労働力不足、災害対

応、サイバーセキュリティなど新たな課題への対応が求められています。

こうした状況の中、国は「デジタル社会の実現に向けた重点計画」及び

「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」等を通じて、

社会全体のデジタル化を加速させています。具体的な行政の取組として

は、来庁不要の申請・手続のオンライン化、職員の働き方改革、業務の効

率化など、行政サービスの抜本的な見直しが進められており、これらの課

題解決にはデジタル技術の活用が不可欠となっています。

四日市市（以下、「本市」という。）においても、令和2（2020）年度に策

定した「四日市市総合計画（2020～2029）」に基づき、「ゼロからイチを

生み出すちから イチから未来を四日市」をスローガンに掲げ、変化の激し

い時代における都市間競争に対応するための様々な施策を推進していま

す。

その中の取組の一つとして「スマート自治体の実現」を掲げ、オンライン

申請の拡充、パソコン操作の自動化(RPA)など、市民サービスの利便性

向上や行政事務の効率化に取り組んできました。

これらの状況を踏まえ、本市では、デジタル社会の早期実現に向けて、

上記の国の方針並びに本市の「スマート自治体の実現」の趣旨に基づき、

具体的にいつまでに何をするかを明記した「四日市市情報化実行計画」を

令和4(2022)年に策定しましたが、令和７（2025）年度末に計画期間

が終了することから、最新の国の動向や本市の総合計画の見直しなどを

踏まえて「第２次四日市市情報化実行計画」 （以下、「本計画」という。）を

策定しました。
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本計画は、官民データ活用推進基本法第9条第3項に規定する「市町村官

民データ活用推進計画」として位置付けます。

2．1 法令上の位置付け

２ 計画の概要

本市の総合計画である「四日市市総合計画（2020～2029）」（以下、

「総合計画」という。）においてICTを活用した市民サービスの利便性の

向上や行政事務の効率化などを目指す「スマート自治体の実現」を掲げ

ており、これを推進するための個別実行計画として取りまとめたもので

す。

本計画に基づき、行政手続のオンライン化や情報システムの標準化・

共通化などに取り組み、行政事務のデジタル化を推進することで、行政

サービスの更なる向上に繋げていきます。

本計画の対象期間は、令和８（2026）年度から令和11（2029）年度

までの4年間とします。

なお、各施策の取組状況や国の動向等を踏まえ、必要に応じて随時、

改定等を行います。

2．3 本計画の対象期間

2．2 総合計画との関係

四日市市総合計画（R2～11）

第2次四日市市情報化実行計画（R8～11）

四日市市窓口業務デジタル化実施計画（R6～8）

（国）自治体DX推進計画（R2～7）

（国）官民データ活用推進基本法（H28.12施行）

スマート
自治体
の実現

市民との接点（窓口）に特化した個別具体
的なアクションプランとして策定

フロントヤード改革
の推進（R6.4改定）

市町村官民データ
活用推進計画

四日市市情報化実行計画（R4～7）

（国）自治体DX推進計画（R8～）
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３ 国及び県の情報化政策の動向

3．１ 日本のIT戦略の変遷

令和4（2022）年に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され、目指す6つの姿が示されました。また、自治体DX推進計画が令和7

（2025）年3月に4.0版が公開されるなど、情報システムの標準化完了後においても更なるデジタル化推進が求められています。

2018年 2020年 2023年2022年2021年 2025年～2024年

経済財政諮問会議

デジタル社会の
実現に向けた
重点計画

世界最先端デジタル国家創造宣言・
官民データ活用推進基本計画

(IT戦略2018～2020)

政府CIO
IT政策

デジタル・ガバメント実行計画

2020改定版
行政サービスの100％デジタル化、取組加速

統
合

IT基本法

★デジタル庁発足

骨太の方針 2020～2025

デジタル社会の実現に向けた重点計画
①デジタル化による成長戦略
②医療・教育・防災・こども等の準公共分野のデジタル化
③デジタル化による地域の活性化
④誰一人取り残されないデジタル社会
⑤デジタル人材の育成・確保
⑥DFFTの推進をはじめとする国際戦略

デジタル
改革関連法

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律他

デジタル手続法
行政手続
オンライン化法

標
準
化
完
了
後

～
更
な
る
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
～

自治体DX推進計画(2020～)

2040構想
スマート自治体研究会

自治体システム等標準化検討会

目
指
す
６
つ
の
姿

デジタル行財政改革会議
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総務省は、我が国の情報通信の現況及び情報通信政策の動向について

国民の理解を得ることを目的として、「情報通信に関する現状報告」（情報

通信白書）を昭和48（1973）年より毎年作成・公表しています。

令和7(2025)年版情報通信白書では、「広がりゆく「社会基盤」としての

デジタル」と題し、社会基盤的な機能を発揮しているデジタル領域拡大

(SNS、クラウド等)やAIの爆発的進展の動向、デジタル分野における海外

事業者の台頭と我が国の状況等を概観しています。

なかでも日本の地域社会・経済については、少子高齢化と人口減少によ

る働き手不足や市場規模の縮小、頻発する自然災害や老朽化するインフラ

などの様々な課題に直面しています。政府は令和7 (2025)年6月13日

「地方創生2.0基本構想」を閣議決定し、AI・デジタルなどの新技術の徹底

活用と社会実装を柱の一つに掲げています。

地域経済・社会を維持・発展させ、地域住民の生活を支えるためには、AI

を含むデジタル技術の徹底活用により、地域課題を解決（地域社会DX）し、

イノベーションにより付加価値を創出していくことが求められています。

そのためには、デジタル技術を活用した社会課題解決の加速化、地域デ

ジタル人材支援の充実や地方のテレワーク普及の推進、防災情報システム

の整備、医療・教育分野におけるICT利活用の推進を図るとともに、社会全

体のデジタル化が進む中で、安全・安心な情報の利用環境を整備しつつ、幅

広い世代を対象としたICT活用のためのリテラシー向上の取組が必要とさ

れています。

３ 国及び県の情報化政策の動向

人口の減少や高齢化の進展が労働供給の制約を強め、行政を含む様々

な分野において人手不足が生じ始めています。自治体が住民生活に不可欠

な行政サービスを持続的に提供していくためには、限られた人材を有効活

用し、職員が企画立案や住民対応など本来担うべき業務に専念できる体制

づくりが重要です。

これまで、自治体ごとに独自に運用されてきた情報システムは、制度改正

への対応や維持管理のために大きな人的・財政的負担を生じさせてきまし

た。こうした課題に対応するため、国は「地方公共団体情報システムの標準

化に関する法律（標準化法）」に基づき、標準準拠システムやガバメントクラ

ウドの導入を推進し、業務プロセスやシステムの共通化を進めています。

さらに、令和7（2025）年度改定の自治体DX推進計画では、AIの活用

が重点取組事項として位置づけられており、全国の自治体で実証実験や導

入が進んでいます。AIチャットボットによる問い合わせ対応の自動化、生成

AIによる文書作成支援など、職員の業務負担を軽減する具体的な事例が

増加しています。

単なるシステム導入にとどまらず、組織や業務そのものを見直し、職員が

より付加価値の高い業務に専念できる環境づくりが、スマート自治体実現

の鍵となっています。

3．２ 情報通信白書 3．３ スマート自治体の実現
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３ 国及び県の情報化政策の動向

デジタル庁は令和７（2025）年6月、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を閣議決定しました。計画は、人口減少や労働力不足など日本が直面す

る課題に対応し、AIやデジタル技術を徹底活用した社会全体のデジタル化推進を柱としたものであり、主な方針は以下の通りです。

また、デジタル技術の活用による成長戦略、行政サービスのオンライン化、マイナンバーカードの普及・利活用、規制改革、クラウド・バイ・デフォルト原則

の推進など、多角的な施策を体系的に展開しています。

このように、重点計画は制度・業務・システムを一体として改革し、関係機関や民間との連携を強化しながら、デジタル化のメリットを国民や企業が実感

できる社会の実現を目指しています。

3．4 デジタル社会の実現に向けた重点計画

： 行政手続や公共サービスにAIを導入し、生産性向上と利便性の向上を目指す

： データ利活用制度やクラウド基盤の整備、個人情報保護と活用の両立を推進

： 社会全体でデジタル人材の育成と確保を強化

： 高齢者や障害者なども含め、全ての人がデジタルの恩恵を受けられる社会を目指す

： DFFT（信頼性ある自由なデータ流通）など国際連携を強化

• AI・デジタル技術の徹底活用

• 制度・データ・インフラの整備

• デジタル人材の育成・確保

• 誰一人取り残さない社会の実現

• 国際戦略の推進
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３ 国及び県の情報化政策の動向

総務省では、「デジタル・ガバメント実行計画」に基づき、自治体のデジタ

ル・トランスフォーメーション（DX）を推進するため、「自治体DX推進計画」

を策定しました。本計画は、自治体が持続可能な形で行政サービスを提供

し、全国でDXを確実に進めるための指針となっています。

自治体は、デジタル技術やデータを活用し、住民サービスの利便性を向

上させるとともに、AIなどの先端技術を活用して業務の効率化を図り、限

られた人的資源をより付加価値の高い業務に集中させる必要があります。

また、データが価値創造の源泉であるという認識のもと、データ形式の

統一やオープンデータの推進を通じて、EBPM（証拠に基づく政策立案）を

実現し、行政の高度化・効率化を図るとともに、民間との連携による新たな

価値創出が期待されています。

さらに、社会全体のデジタル化を進めるにあたり、「誰一人取り残さない、

人に優しいデジタル化」の理念に基づき、デジタルデバイド対策が重要視さ

れています。総務省及びデジタル庁では、利用者目線に立ったUI（ユーザイ

ンタフェース）の改善や、外国人利用者向けの多言語対応、障害者や高齢者

へのアクセシビリティ向上など、誰もが安心して利用できる行政サービスの

実現に向けた取組を推進しています。

このような施策を通じて、自治体は地域住民の多様なニーズに応えなが

ら、持続可能で包摂的なデジタル社会の構築に貢献することが期待されて

います。

DX推進体制の構築に向けた取組内容
(1) 組織体制の整備

(2) デジタル人材の確保・育成

(3) 計画的な取組

(4) 都道府県による市町村支援

自治体DXの取組とあわせて取り組むデジタル社会の実現に向けた取組
(1) デジタル実装の取組の推進・地域社会のデジタル化

(2) デジタルデバイド対策

(3) デジタル原則を踏まえた規制の点検・見直し

各団体においてDXを進める前提となる考え方

(1) BPRの取組の徹底

(2) 自治体におけるシステム整備の考え方

(3) オープンデータの推進・官民データ活用の推進

3．５ 自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画

出典：総務省「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」を基に作成

自治体DX推進計画における重点取組事項

① 自治体フロント

ヤード改革の推進

② 地方公共団体
情報システムの標準化

③ 「国・地方デジタル

共通基盤の整備・運用

に関する基本方針」に

基づく共通化等の推進

④ 公金収納における

eL-QRの活用

⑤ マイナンバーカード

の取得支援・

利用の推進

⑥ セキュリティ

対策の徹底

⑦ 自治体のAIの利用

推進

⑧ テレワークの推進



8

アナログ規制とは、対面確認や書面掲示などデジタル化を阻む従来の手

続やルールを指しており、これが自治体の業務効率化や住民サービスのデ

ジタル化の妨げとなっています。国は令和4（2022）年7月から令和６

（2024）年6月までを集中改革期間とし、令和６（2024）年9月時点で国

の法令におけるアナログ規制の96％を見直すなど大幅な削減を達成しま

したが、地方自治体では依然として規制が残っており、見直しは遅れていま

す。

このため、デジタル庁は地方自治体への支援を強化し、職員派遣や個別

支援、勉強会の開催、さらにはアナログ規制の洗い出しを外部委託で支援

する予算措置も講じています。自治体職員の負担軽減とデジタル化推進を

目的に、条例や規則の見直しを促進し、オンライン閲覧や電子契約導入など

具体的な改善事例も増えています。

今後も「デジタル原則」に基づき、自治体のアナログ規制見直しを進め、

住民の利便性向上と業務効率化を両立させる取組が国の重点政策として

継続されます。

3．６ 自治体のアナログ規制見直しの現状と国の支援体制

３ 国及び県の情報化政策の動向

三重県は、令和2（2020）年に「みえデジタル戦略推進計画」を策定後、

デジタル社会の進展や国の政策動向、コロナ禍を契機としたデジタル化の

加速を受け、令和4（2022）年12月に「みえのデジタル社会の形成に向け

た戦略推進計画」へと全面改定を実施しました。現在は「暮らし」「しごと」

「行政」の3領域にフォーカスし、それぞれでDXを推進しています。

デジタル社会の恩恵は、積極的な人、不慣れな人、不安を抱えている人な

ど、誰もが受けることができるものであるべきと考えており、三重県では、

「誰もが住みたい場所に住み続けられる三重県」を目指す姿として掲げ、

「デジタルが社会に浸透することによって、誰もが、直接的、間接的にデジ

タルの恩恵を受けることができる社会」をデジタル社会ととらえ、その形成

を推進しています。

デジタル社会の形成により、県民の皆さんの時間や気持ちに余裕が生ま

れ、自己実現を図ることで、「心豊かな暮らし」と「持続可能な地域社会」が

実現されている三重県を目指しています。

3．７ みえのデジタル社会の形成に向けた戦略推進計画
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4 四日市市の現状と課題

我が国においては、現在、本格的な人口減少社会に移行し、生産年齢人口の減少と社会保障費の増大に直面しています。一方、デジタル分野の技術

革新の急速な進展や新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、新たな産業や生活スタイルが生まれています。

本市の人口は、令和2（2020）年は312千人、令和5（2023）年は308千人となっており、全国的に人口減少が加速している中、四日市市はなだら

かな減少（1.28％減）にとどまっています。また、令和5（2023）年住民基本台帳の人口をベースに今後の人口の推移をみると、平成30（2018）年推

計とおおむね同じ推移となっており、令和12（2030）年時点までは人口30万人を維持できる見込みとなっています。

また、デジタル分野は今後も更に進展し、社会経済環境は大きく変化することが想定されています。このような状況下においても、安定的な行政運営

を確保しながら、行政サービスの質を維持していくためには、デジタルを活用した行政サービスの提供やテレワークなどのデジタル・ワークスタイルを通

じた職員の新しい働き方の実現、デジタル施策全体の最適化、データを活用した地域課題の解決が重要になると考えています。

出典：四日市市「四日市市総合計画（2020～2029）」
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4 四日市市の現状と課題

デジタル技術の普及により、個々のニーズに合わせたサービス提供が可能な時代となっています。生活様式や価値観の変化に対応するため、行政サー

ビスも柔軟に見直す必要があります。申請や手続のオンライン化、イベントのデジタル開催など、来庁を前提としないサービス提供の仕組みは利便性向上

や行政効率化につながる重要な取組であり、デジタル技術の活用はこれからの行政運営において不可欠となっています。

本市では約2,400件の行政手続があるものの、オンライン申請可能な手続は限定的です。今後は市民負担軽減と利便性向上のため、オンライン申請の

拡大と手続簡素化を積極的に進める必要があります。

また、デジタル化の恩恵を誰もが受けられるよう、デジタルデバイド解消に取り組み、包摂的な市民サービスを目指します。

環境変化に応じた市民サービスの向上

本市を取り巻く社会環境は、急速に変化しており、これに伴い市民ニーズや課題も多様化しています。

本市ではRPA （ロボティック・プロセス・オートメーション）を活用して業務効率化を進めているものの、依然として単純・反復的な事務作業も多く、企

画立案や市民サービス向上へ十分なリソースを割くことが難しい状況となっています。そのため、持続可能な行政サービス提供に向け、AIなどの先端技

術を活用し、さらなる行政事務効率化を図る必要があります。

また、国が推進する柔軟な働き方の一環として、本市もテレワークなど多様な働き方を取り入れ、職員のワークライフバランス向上と魅力的な職場環境

を維持していくことが求められています。

さらに、国からは原則令和7（２０２５）年度までに、市町村の主要な20業務を処理する情報システムを国標準準拠システムへ移行するよう求められて

おり、本市としてもこの動向を踏まえ、情報システムの標準化・共通化を推進し、全体の最適化に取り組んでいます。

最先端技術を活用した行政事務の効率化や新しい働き方の実現

デジタル化の進展に伴いサービス利用履歴などの個人情報が急増し、情報管理の重要性が高まっています。サイバー攻撃などによる情報漏えい防止

のため、情報セキュリティ対策強化は不可欠となっており、情報の適切な取扱いと安全な運用体制構築が求められています。

また、人口減少・超高齢化社会の課題解決には、先端技術を活用した新たな手法が求められています。本市は「四日市市オープンデータカタログサイト」

において令和7（２０２５）年7月時点で116種類のデータを公開し、行政効率化や新ビジネス創出を目指しています。今後はさらなるデータ公開で地域課

題解決と市民サービス向上につなげていきます。

一方、行政データは目的外利用制限やプライバシー保護の制約があるため、民間事業者との適切な役割分担のもと、データ利用の新たな環境整備が必

要です。安全性と信頼性を確保しつつ、官民連携でデータ活用の可能性を広げることが、持続可能な地域づくりの鍵となります。

地域課題解決に向けたデータの利活用
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デジタル技術を活用した業務変革・生産性向上

AI等のデジタルを活用し、業務の生産性を向上す

るとともに、テレワークなどのデジタル・ワークス

タイルを通じて、職員の新しい働き方の実現を目

指します

AI等の更なる
利用推進

５ 基本方針

国及び県の動向、本市の現状、課題を踏まえ、本計画に関する施策については、「くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現」、

「デジタル技術を活用した業務変革・生産性向上」及び「安全・安心なデータ利活用社会の実現」の３つの取組を柱とし、それぞれの柱に係る基本的な方

針は次のとおりとします。

くらしの利便性を向上させた

利用者中心の市民サービスの実現

デジタルを有効に活用し、市民ファーストな行政

サービスや情報格差を解消し、“誰一人取り残さな

い、人に優しいデジタル化”を実現し、市民にとっ

て便利で、使いやすい行政を目指します

安全・安心なデータ利活用社会の実現

デジタル施策を支えるため、利便性とセキュリティ

対策を確保したサービスの利用等による最適化を

実現することで、デジタルの安全・安心な活用を目

指します

フロントヤード
改革の推進

公金収納における
eL-QRの活用

マイナンバーカードの
取得支援・
利用の推進

デジタルデバイド対策
（デジタル格差の解消）

官民データの利活用推進

情報セキュリティ対策

自治体情報システムの
標準化

テレワークの推進
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５ 基本方針

本計画に関する施策について、３つの基本方針に係る個別施策、実施事項は次のとおりとします。

基本方針 個別施策 実施事項

くらしの利便性を向上させた
利用者中心の市民サービスの実現

1 フロントヤード改革の推進 1-1 窓口業務のデジタル化

1-2 職員の業務スマート化

2 公金収納におけるeL-QRの活用 2-1 公金収納におけるeL-QRの活用

3 マイナンバーカードの取得支援・利用の推進 3-1 マイナンバーカードの取得支援・利用の推進

4 デジタルデバイド対策（デジタル格差の解消） 4-1 デジタル機器に不慣れな方向けの教室の開催及びサポート人材の育成

4-2 市民向けオンライン申請サポートの推進

デジタル技術を活用した
業務変革・生産性向上

5 AI等の更なる利用推進 5-1 AI等の活用

6 テレワークの推進 6-1 テレワークの推進

7 自治体情報システムの標準化 7-1 情報システム標準化・共通化対応

7-2 クラウド活用に関する方針の検討及び移行推進

安全・安心なデータ利活用社会の
実現

8 情報セキュリティ対策 8-1 職員の情報セキュリティ意識の向上

8-2 情報セキュリティポリシーの見直し

8-3 情報セキュリティ監査の実施

8-4 情報セキュリティインフラの整備

9 官民データの利活用推進 9-1 市保有データ等のオープンデータ化

9-2 地域・行政課題解決のためのアプリの構築

9-3 証拠に基づく政策立案（EBPM）のための庁内データベース等の整備
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５ 基本方針

⑧ 情報セキュリティ対策

① フロントヤード改革の推進
②公金収納における

eL-QRの活用

⑤ AI等
の更なる利用推進

③ マイナンバーカードの取得支援・利用の推進

⑥ テレワーク推進

④ デジタルデバイド
対策（デジタル
格差の解消）

⑦ 情報システム最適化
（標準化対応）

⑨ 官民データ
の利活用推進

デジタル人材の活用

社会全体のデジタル化が求められる中、地方自治体においても、デジタル技術を活用した業務の変革を担うことができる人材（デジタル人材）の育成

が急務となっています。

本市では、四日市市情報化実行計画（令和4～７）において、デジタル人材の育成を個別施策の１つに掲げ、令和５（２０２３）年３月に策定した四日市市

デジタル人材育成計画（令和５～７）に基づいた研修を全職員を対象に実施し、スマート自治体の推進に必要な人材開発に取り組んできました。

第２次四日市市情報化実行計画（令和８～１１）では、デジタル人材の育成フェーズから活用フェーズへと移行し、これまで育成してきたデジタル人材

を、施策全体を支える基盤に位置付けるとともに、各施策の推進において積極的に実践で活用することで、施策の実行力をさらに強化します。

なお、今後の新たなデジタル人材の育成については、令和7（２０２５）年3月に改訂した「四日市市人材育成・確保基本方針」に基づき、必要な研修を

階層別研修において実施します。



14

６ 個別施策
基本方針１ くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

個別施策１ フロントヤード改革の推進

デジタル技術の活用により、従来、窓口の対面対応を前提としていた手続に

ついてオンライン化を推進し、市役所に行かなくても行政サービスを受けるこ

とができる仕組みや、窓口における待ち時間を把握できる仕組みを導入しま

す。併せて、何度も同じ内容を記載する手続を見直し、少ない手続で簡単に申

請できる仕組みを構築します。

また、市民が迷うことなく、必要となる手続をスムーズに把握できるように

するため、FAQシステムや手続ナビなどを導入するとともに、ワンストップ窓

口の仕組みも構築するなど、市民が時間・場所を問わず、自分にあった方法を

選択して、行政サービスを受けられる市役所を目指します。

目指す姿

現状と課題

取組概要

「四日市市窓口業務デジタル化実施計画」における「1 窓口業務のデジタル

化の基本方針」を基に、具体的な取組内容として「行かない窓口」「待たない窓

口」「書かない窓口」「回らない窓口」「迷わない窓口」の5つを掲げ、窓口業務の

デジタル化を推進します。

「市役所に来庁して手続をする」というこれまでの市役所窓口を再デザイン

し、オンラインや近くのコンビニで、手続や証明書発行ができるなど、いつで

も、どこでも、誰でも簡単に手続ができる市役所を実現

「市役所の手続は時間がかかる」「待ち時間が分からず、その場を離れること

ができない」というこれまでの市役所窓口を再デザインし、キオスク端末導

入やWebでの混雑状況の配信により窓口での待ち時間の短縮・見える化を

実現

「市役所の手続は手書きでたくさんの申請書を書く」というこれまでの市役

所窓口を再デザインし、記載する項目を最小限にすることで、市民の負担軽

減を実現

「複数の窓口を回って手続を行わなければならない」というこれまでの市役

所窓口を再デザインし、証明書の原本提出の不要化やワンストップ窓口を導

入することで、市民の窓口巡回の負担や心的負担の軽減を実現

庁舎案内の表記や配置場所を分かりやすくするとともに、「窓口ナビ」や

「FAQシステム」により、市民の疑問にすぐに回答し、迷う市民を減らすとと

もに、問い合わせ等による職員の負荷の軽減を実現

パソコンやスマートフォンの普及により、民間サービスの手続がデジタル化

に向かっている社会情勢を背景に、行政サービスのデジタル化推進が急務と

なっており、スピード感を持って窓口業務のデジタル化に取り組む必要があり

ます。

一方、本市は人口減少と高齢化が進み、令和27（2045）年には人口約28

万人、65歳以上の割合は34.2％に達すると予測されています。若年層の流

入はあるものの、子育て世代の市外流出や高齢者の一人暮らしなど課題が顕

著です。

また、多言語対応が必要な外国人住民も多く、行政サービスの多様化が求め

られています。さらに、スマートフォン保有率は若年層で高い一方、高齢者では

低く、世代間のデジタルデバイドが存在します。

これらの課題を踏まえ、本市ではデジタル化を推進しつつ、デジタルに不慣

れな人にとっても、安心して利用できる窓口を実現する必要があります。

実施事項1-1 窓口業務のデジタル化

行かない窓口

待たない窓口

書かない窓口

回らない窓口

迷わない窓口



15

取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

オンライン申請の導入・拡大

本人認証及びキャッシュレス決済
の導入・拡大

窓口DXSaaS等の導入

ワンストップ窓口の運用開始・拡充

庁内案内やレイアウトの見直し

実施評価指標
（KPI）

総申請件数に占めるオンラインで申請可能な申請件数の割合

40%以上 50％以上 ６０％以上 70%以上

６ 個別施策
基本方針１ くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

個別施策１ フロントヤード改革の推進

チャットボットによる
質問への回答

職員の聞き取りによる
代理入力

窓口の混雑状況の
見える化

オンラインや近くの
コンビニで手続や証明書
発行ができる仕組み

一つの窓口で主要な
手続が案内・完結できる
ようなワンストップ窓口

取組の一例：

実施事項1-1 窓口業務のデジタル化

行かない窓口 待たない窓口 書かない窓口 回らない窓口 迷わない窓口
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６ 個別施策
基本方針１ くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

個別施策１ フロントヤード改革の推進

政府が主導する地方公共団体情報システムの標準化対応を進め、公文書の

ペーパーレス化や手続に伴う支払いをキャッシュレス化することにより、業務

を効率化・合理化します。

また、特定の職員の知識や経験に依存していた運用を見直し、経験の浅い職

員でも安定したサービスを提供できるように業務を再設計し、市民に向き合う

時間・機会をより創出します。

目指す姿

現状と課題

取組概要

デジタルツールを活用して、窓口における手続書類の確認作業や転記・入力

などの単純作業を減らすとともに、ナレッジ・マネジメント（知識や情報の共有

及び活用）により窓口での書類案内や判断を要する業務における職員の負担

を軽減します。

また、市民からの問い合わせや原本確認をワンストップで対応できるよう組

織横断的な運営体制を整備し、業務のスマート化と品質改善を推進します。こ

れにより、職員の働きやすさと市民サービスの質向上を両立させる取組を進

めます。

本市では、RPAやAI-OCR、議事録作成支援サービス、自治体専用チャット

ツール、生成AIなど業務効率化ツールの導入が進む一方、活用が十分でない

所属もあり、職員の習熟度向上やツールの利点周知が課題です。

また、地区市民センターでは多様な業務を担うため職員の負荷が高く、本庁

職員に電話で確認する時間を要し、市民を待たせることがあります。

さらに、複数課をまたぐ業務では本人確認や説明の実施状況が後続課に共

有されず、同じ確認を繰り返す無駄が生じており、市民・職員双方の時間損失

となっています。これらの課題解決には、デジタルツールの効果的活用と情報

共有の仕組み改善が不可欠であり、自治体DX推進の重要なテーマとなってい

ます。

実施事項1-2 職員の業務スマート化
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

デジタルツールの活用

ナレッジマネジメントの運用開始

リモートでの後方支援検討

実施評価指標
（KPI）

デジタルツールの活用やナレッジマネジメント、組織横断的な運営体制の整備を行うことにより
職員の業務をスマート化する

６ 個別施策
基本方針１ くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

個別施策１ フロントヤード改革の推進

実施事項1-2 職員の業務スマート化
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６ 個別施策
基本方針１ くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

個別施策2 公金収納におけるeL-QRの活用

eL-QRの推進により、スマートフォンによるキャッシュレス決済を可能とす

ることで、市民や事業者が窓口に行く手間や時間を大幅に削減し、支払い手段

や金融機関の選択肢の拡大に繋げるなどの住民サービスの向上を目指すとと

もに、金融機関や自治体においても非効率・高コストとなっている収納事務の

効率化・合理化を目指します。

目指す姿

現状と課題

取組概要

地方税の納付についてはeL-QRを用いた仕組みを導入し、以下への活用を

開始しています。

• eLTAX操作による電子納付

• スマートフォン操作による電子納付

• 金融機関窓口における納付受付後の事務処理

令和８（２０２６）年度以降は、「規制改革実施計画」（令和6（２０２４）年6月

21日閣議決定）に基づき、いずれの市区町村においても相当量の取扱件数が

ある国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに公物の占

有に伴う使用料等の公金について優先的に対応するとともに、その他の公金

については費用対効果等を考慮しながら対応手続数の拡充を検討します。
これまでの地方税等の納付に際しては、納付手段の多様性が少ない、窓口で

の支払いに時間と手間がかかる、電子納付の選択肢が限られ、特に高齢者な

どデジタルに不慣れな方は取り残される懸念がある、などの課題がありました。

職員においても、毎年数万件に及ぶ納付書の管理や、納付情報の手作業に

よる入力・仕分けが必要で、職員の事務負担が非常に大きく、納付窓口での現

金の取扱い及び対面対応の多さや、各自治体が個別に決済事業者と契約し、

手数料の交渉や管理を行う必要があるなど、業務の負担となっていました。

実施事項2-1 公金収納におけるeL-QRの活用
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

eL-QRの構築

eL-QRの実装
（規制改革実施計画に基づき優先
する公金）

eL-QRの実装
（規制改革実施計画以外の公金の
拡充検討）、対応手続の拡充検討

実施評価指標
（KPI）

eL-QR対応の手続数（累積）

7件以上 8件以上 9件以上 10件以上

６ 個別施策
基本方針１ くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

個別施策2 公金収納におけるeL-QRの活用

実施事項2-1 公金収納におけるeL-QRの活用
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６ 個別施策
基本方針１ くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

個別施策3 マイナンバーカードの取得支援・利用の推進

多くの市民がマイナンバーカードを取得・保有できるような環境整備を図る

とともに、国の動向を注視しつつ、マイナンバーカードを活用した各種行政

サービスのデジタル化を検討し、市民の利便性向上と行政サービスの効率化

を目指します。

目指す姿

現状と課題

取組概要

マイナンバーカードの取得支援においては、市役所職員がショッピングモー

ルなど人が集まる場所に出向いて特設ブースを設置し、その場で申請から顔

写真撮影まで完結できるようにしたり、高齢者や障害者などの移動困難者の

個宅を訪問し、マイナンバーカード申請支援を行います。

住民の生活圏に出向くことで申請のハードルを下げ、利便性を高めることで

マイナンバーカード取得率向上を目指します。

また、国が進めるマイナンバーカードの機能拡充の動向を注視しつつ、市民

の利便性向上と行政サービスの効率化を目指し、マイナンバーカードを活用し

た各種行政サービスのデジタル化など、マイナンバーカードの活用を積極的に

推進します。

令和7（2025）年3月末現在、四日市市におけるマイナンバーカードの取得

率は76％となっており、国が掲げていた令和4（2022）年度末までに「ほぼ

全国民に行き渡らせる」という目標には届いていない状況です。

交付体制の更なる強化を図るとともに、高齢者や障害者への支援拡充や若

年層への取得支援、そして行政手続のオンライン申請サービスとの連携強化が

主な課題となっています。

実施事項3-1 マイナンバーカードの取得支援・利用の推進
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

マイナンバーカードの
取得支援・情報発信

マイナンバーカードの
活用検討・実装

実施評価指標
（KPI）

本市の総人口に対するマイナンバーカードの交付率

80％以上 83％以上 86％以上 90%以上

６ 個別施策
基本方針１ くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

個別施策3 マイナンバーカードの取得支援・利用の推進

実施事項3-1 マイナンバーカードの取得支援・利用の推進
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６ 個別施策
基本方針１ くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

個別施策4 デジタルデバイド対策（デジタル格差の解消）

全ての住民がデジタル社会の恩恵を公平に享受できるよう、デジタル機器

に不慣れな方も、簡単に情報を利活用できる環境を整備し、地域全体で支え合

う持続可能なデジタル共生社会の実現を目指します。

目指す姿

現状と課題

取組概要

スマートフォン等のデジタル機器に不慣れな方向けに、IT リテラシーの向上

を目的としたスマホ教室を開催するとともに、デジタル機器に不慣れな方への

サポートを担う人材（以下、「サポート人材」という。）の育成を行います。

サポート人材の育成については、市が開催するスマートフォンの基本知識や

サポート人材としての心構えを学ぶ講座を受講いただき、受講後に実際に高

齢者等に教える機会を設けることで、サポート人材の確保・維持を図ります。

新型コロナウイルスの感染拡大など、情報化を取り巻く社会状況の変化によ

り、全世代の方がITリテラシーを求められる場面が増えています。

一方で、スマートフォン等のデジタル機器に不慣れな方は、災害時等、必要な

ときに必要な情報にアクセスできない可能性や、デジタル技術の恩恵を受けら

れない可能性があり、利用の機会等の格差（デジタルデバイド）が生じます。

デジタルデバイドの解消を通じ、誰もがいつでもどこでも快適に情報を利活

用できる環境づくりに取り組む必要があります。

実施事項4-1 デジタル機器に不慣れな方向けの教室の開催及びサポート人材の育成
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

各種スマホ教室の開催

サポート人材の育成・維持、活用

実施評価指標①
（KPI）

スマホ教室の開催回数

全地区で各1 回以上／年 全地区で各1 回以上／年 全地区で各1 回以上／年 全地区で各1 回以上／年

実施評価指標②
（KPI）

サポート人材の育成人数

48名以上／年 48名以上／年 48名以上／年 48名以上／年

６ 個別施策
基本方針１ くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

個別施策4 デジタルデバイド対策（デジタル格差の解消）

実施事項4-1 デジタル機器に不慣れな方向けの教室の開催及びサポート人材の育成
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６ 個別施策
基本方針１ くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

個別施策4 デジタルデバイド対策（デジタル格差の解消）

各種行政手続のオンライン申請に対し、デジタル機器を持たない方やデジタ

ル機器に不慣れな方もデジタル技術の恩恵を受けることができるようなサ

ポート環境の維持を目指します。

目指す姿

現状と課題

取組概要

デジタル機器に不慣れな方のオンライン申請をサポートするため、マイナ

ポータルの操作やオンライン申請に関する問い合わせを電話等で受け付けた

り、スマホの操作支援を行う「四日市市オンライン申請サポート窓口」を継続し

て設置します。

また、デジタル機器を持たない方も、市役所の窓口において行政手続を行え

る環境を維持します。

デジタル化の推進にあたっては、あらゆる人々がデジタル技術の恩恵を受け

ることができるための対策が必要と考えています。

一方で、経済的な理由でデジタル機器を持たない方やデジタル機器に不慣

れな方は、市が提供するサービスを受けられない可能性があります。

そのため、行政手続のオンライン申請について、デジタル機器を持たない方

やデジタル機器に不慣れな方にもご利用いただけるように、市役所等の窓口

にてサポートを行う必要があると考えています。

実施事項4-2 市民向けオンライン申請サポートの推進
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

サポート体制の維持管理

実施評価指標
（KPI）

デジタル機器に不慣れな方へのサポート窓口を継続する

６ 個別施策
基本方針１ くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

個別施策4 デジタルデバイド対策（デジタル格差の解消）

実施事項4-2 市民向けオンライン申請サポートの推進
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６ 個別施策
基本方針2 デジタル技術を活用した業務変革・生産性向上

個別施策5 ＡＩ等の更なる利用推進

AI等の活用により、事務作業の効率化を進め、職員が企画立案や市民サー

ビスの質の向上といった職員でなければできない業務に注力できる環境を整

えます。

目指す姿

現状と課題

取組概要

AI等の利用促進に向けて、既存のツールについては毎年7月頃に庁内アン

ケート若しくはヒアリングを行うとともに、新たなツールについてはその都度

実証実験を行い、翌年度の導入に向けて活用できる業務の調査・選定を行うこ

とで、予算化に繋げます。導入が決定した業務については、導入前の効果予測

及び導入後の継続的な効果評価を行い、必要に応じて改善を行います。

また、従来より行政事務の効率化を目的に、RPAを活用したパソコン操作の

自動化にも取り組んでおり、引き続きRPAを継続利用します。RPAシナリオ作

成や職員研修を外部事業者へ委託し、本市におけるRPA管理体制を維持・強

化するほか、RPAの活用促進に向けて庁内の好事例を展開するといった活動

を通じ、各課がRPA活用を自主的に検討できるような土台作りを行います。

本市においては、職員の単純・反復の要素を占める事務作業の割合が依然

として高く、この部分への人材や財政投入が大きいため、企画立案や市民サー

ビスの質の向上に向けた業務に十分注力することが難しい状況になりつつあ

ります。

AI等の最先端技術の利活用により事務作業の効率化を進め、職員でなけれ

ばできない、より価値のある業務に注力することで、市民サービスの質の向上

に努める必要があります。

実施事項5-1 AI等の活用

AI
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

活用業務の調査・選定

導入前後の評価

導入、維持管理

新たなツールの実証実験

実施評価指標
（KPI）

AI・ＲＰＡ等を導入した業務数

54業務以上 61業務以上 68業務以上 75業務以上

６ 個別施策
基本方針2 デジタル技術を活用した業務変革・生産性向上

個別施策5 ＡＩ等の更なる利用推進

実施事項5-1 AI等の活用
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６ 個別施策
基本方針2 デジタル技術を活用した業務変革・生産性向上

個別施策6 テレワークの推進

場所や時間にとらわれない多様な働き方を実現するだけでなく、業務プロセ

スや組織運営を最適化し、行政サービスの質と生産性を同時に高めることを

目指します。

目指す姿

現状と課題

取組概要

多様な働き方の実現に向けて、職員間のコミュニケーションツールの横展開

を目指します。

また、テレワークの推進に向けて、ペーパーレス化を促進することとし、オン

ライン化済みの行政手続を対象に、業務を電子データのみで実施できるよう業

務全体の見直しを行うとともに、外部委託や複合機導入等を通じた既存の紙

文書の電子化に向けた検討を行います。

テレワークを含めた多様な働き方の実現は、国が平成29（2017）年3月28

日に策定した「働き方改革実行計画」等で求められており、本市においても、全

ての職員が働きやすく、かつ効率的に業務を行える環境を整える必要がある

と考えています。

本市においては、令和3（2021）年度にJ-LISが提供するテレワーク環境を

整備し、一部の所属において利用を開始していますが、今後は多様な働き方の

実現に向けて、恒常的なテレワークの仕組みの整備が必要です。

さらに、テレワークの推進に向けては、ペーパーレス化も不可欠であり、本市

においては、これまで押印廃止の検討やWeb 会議用タブレットの配布といっ

た施策を行ってきましたが、事務処理については依然として紙媒体が残るも

のもあるため、既存業務フローの見直しを行い、紙資料の電子化をより一層推

進することが必要と考えています。

実施事項6-1 テレワークの推進
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

テレワーク利用環境の維持管理

コミュニケーションツールの
維持管理

実施評価指標
（KPI）

全所属におけるテレワークの実施割合

40％以上 45％以上 50％以上 55％以上

６ 個別施策
基本方針2 デジタル技術を活用した業務変革・生産性向上

個別施策6 テレワークの推進

実施事項6-1 テレワークの推進



30

６ 個別施策
基本方針2 デジタル技術を活用した業務変革・生産性向上

個別施策7 自治体情報システムの標準化

情報システムの標準化・共通化を進めることにより、情報システムに関する

職員負担を軽減し、職員が市民サービスの向上のための業務に注力できるよ

うにします。

目指す姿

現状と課題

取組概要

本市では国が進める20業務のシステムの標準化・共通化の実現に向けて、

令和８（2026）年度以降に導入スケジュールを一次、二次に分け、着実な導入

を目指します。（一次：住基・税・国保、介護保険・後期高齢者医療、二次：福祉系、

子ども子育て支援）

また、標準システムの基盤となるガバメントクラウドの利用においても、ラン

ニングコストの適正化を注視し、コストダウンの検討を行います。

地方公共団体の情報システム（基幹系業務システム及び内部事務系システ

ム）は、各団体が独自に発展させてきた結果、発注・維持管理や制度改正によ

る改修対応など個別に対応せざるを得ず、その負担が課題となっています。

本市においては、硬直化・複雑化してきた情報システムを見直し、業務の標

準化・共通化による情報システム全体の最適化を行い、システムの改修などに

おける重複投資の抑止に向けた取組を行ってきました。

また、令和6（2024）年12月に改定された「地方公共団体情報システム標準

化基本方針」にて、令和７（2025）年度末までに標準準拠システムへの移行の

難易度が極めて高いシステムに加え、事業者のリソースひっ迫などの事情によ

り、令和8（2026）年度以降の移行とならざるを得ないことが具体化したシス

テムについて、「特定移行支援システム」として、移行完了の期限を設定するこ

ととし、概ね5年以内に標準準拠システムへ移行できるよう国として積極的に

支援することとしています。

実施事項7-1 情報システム標準化・共通化対応

Gov-Cloud

二次
福祉系・子ども子
育て支援システム

四日市市

一次
住基・税・国保、介護保険・後期高齢者

医療システムなど
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

標準化・共通化未対応システムの
構築・導入（一次）

標準化・共通化未対応システムの
構築・導入（二次）

標準化対応に伴う業務見直し

ガバクラ利用料の適正化検討

実施評価指標
（KPI）

計画的に情報システムの標準化・共通化対応に取り組む

６ 個別施策
基本方針2 デジタル技術を活用した業務変革・生産性向上

個別施策7 自治体情報システムの標準化

実施事項7-1 情報システム標準化・共通化対応
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６ 個別施策
基本方針2 デジタル技術を活用した業務変革・生産性向上

個別施策7 自治体情報システムの標準化

本市の情報システムの維持管理に関するコストやセキュリティ、業務継続性

等を考慮した、最適なシステム環境の整備に向けた検討を行い、クラウドへの

移行を推進します。

目指す姿

現状と課題

取組概要

情報システムの標準化・共通化を推進するため、コスト、セキュリティ、保守、

業務継続性などの多角的な観点から、既存システム及び新規システムのクラウ

ド利用について方針を検討し、段階的にクラウドへの移行を進めます。

本市においても、ガバメントクラウドに関する国の動向や最新技術を注視し、

本市にとって最適なシステム構成となるよう方針を検討し、クラウド移行を推

進します。

国の方針としては、情報システムの標準化・共通化に向けてガバメントクラウ

ドの活用を推進しています。

本市の独自システムにおいても、現在庁舎内のサーバ室で管理しているサー

バ及びネットワーク機器等について、 コスト削減やセキュリティ水準の向上、災

害時等における業務継続性の確保を目的に、クラウド化を検討する必要があり

ます。

なお、クラウド化にあたっては、国が整備を進める「ガバメントクラウド

（Gov-Cloud）」の活用を主軸としつつ、本市にとって最適な構成について検

討します。

実施事項7-2 クラウド活用に関する方針検討及び移行推進

データセンター

四日市市

Gov-Cloud
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

方針検討

クラウド移行

実施評価指標
（KPI）

クラウド活用を前提に本市にとって最適なシステム環境を整備する

６ 個別施策
基本方針2 デジタル技術を活用した業務変革・生産性向上

個別施策7 自治体情報システムの標準化

実施事項7-2 クラウド活用に関する方針検討及び移行推進
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６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策8 情報セキュリティ対策

職員の意識・スキル不足による情報セキュリティインシデントの発生を防ぐと

ともに、万が一、インシデントが発生してしまった場合に迅速かつ適切に対処で

きるよう努めます。

目指す姿

現状と課題

取組概要

全職員向けに、情報セキュリティ意識の向上を図る研修を継続して行います。

また、外部専門家の協力を得て、サイバー攻撃を受けた場合に、被害を最小

限に防ぐことを目的とした情報セキュリティインシデントの対応訓練を実施し

ます。

さらには、デジタル戦略課職員を中心に国立研究開発法人情報通信研究機

構（NICT）開催の実践的サイバー防御演習「CYDER」等の外部研修を積極的

に受講することにより、サイバー攻撃に対する専門職員としてのスキル向上を

図ります。

個人情報をはじめとする重要な情報資産を保有している地方自治体は、高

度化・巧妙化するサイバー攻撃に対し、技術的、物理的及び人的に情報セキュリ

ティ対策を強化する必要があります。

本市においては、情報セキュリティに関する職員の意識・スキル向上は不可

欠と考え、情報セキュリティ研修等を実施しており、今後も継続して情報セキュ

リティ意識の向上が必要不可欠となっています。

実施事項8-1 職員の情報セキュリティ意識の向上
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

情報セキュリティ研修の開催

情報セキュリティインシデント
訓練の開催

CYDER等外部研修の受講

実施評価指標①
（KPI）

職員向け情報セキュリティ研修の開催数

1回以上／年 1回以上／年 1回以上／年 1回以上／年

実施評価指標②
（KPI）

職員向け情報セキュリティ研修の受講率

100％（休職者等除く） 100％（休職者等除く） 100％（休職者等除く） 100％（休職者等除く）

実施評価指標③
（KPI）

情報セキュリティインシデント訓練の開催数

1回以上／年 1回以上／年 1回以上／年 1回以上／年

実施評価指標④
（KPI）

CYDER等外部研修の受講人数

2名以上／年 2名以上／年 2名以上／年 2名以上／年

実施評価指標⑤
（KPI）

標的型メール訓練の実施回数

1回以上／年 1回以上／年 1回以上／年 1回以上／年

６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策8 情報セキュリティ対策

実施事項8-1 職員の情報セキュリティ意識の向上
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６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策8 情報セキュリティ対策

本市の情報セキュリティポリシーを定期的に見直し、新たなサイバー攻撃な

どの脅威に対抗できる水準の維持に努めます。

目指す姿

現状と課題

取組概要

国は「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライ

ン」を定期的に改訂しており、この改訂に合わせて、本市の情報セキュリティポ

リシーを外部環境・内部環境の変化を踏まえ、必要な見直しを行います。

また、サイバー攻撃の高度化・多様化に対応するため、令和８（2026）年４月

に「サイバーセキュリティ基本方針」を策定し、市のセキュリティに対する基本的

な考え方や方向性を明らかにします。

本市においては、四日市市情報セキュリティポリシーを策定し、人的対策、物

理的対策、技術的対策を講じて情報セキュリティ水準の向上に努めてきました。

四日市市情報セキュリティポリシーは、外部環境・内部環境の変化に応じて

定期的に見直しており、今後も継続的な見直しが必要と考えています。

実施事項8-2 情報セキュリティポリシーの見直し

基本方針

対策基準

実施手順

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

ポ
リ
シ
ー

出典：総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」
を基に作成
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

情報セキュリティポリシーの見直し

サイバーセキュリティ基本方針の
公表

実施評価指標
（KPI）

本市の情報セキュリティポリシーを定期的に見直し、情報セキュリティ水準を維持する

６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策8 情報セキュリティ対策

実施事項8-2 情報セキュリティポリシーの見直し
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６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策8 情報セキュリティ対策

各部署における情報セキュリティ水準の維持及び状況の把握に努めます。

目指す姿

現状と課題

取組概要

職員の情報セキュリティ水準を向上するための仕組みとして、情報セキュリ

ティに関する自己点検を定期的に実施し、結果分析を行います。

また、自己点検結果を基に、内部監査を行うほか、最新のセキュリティ対策

などの専門的な知見を有する外部機関による外部監査を実施し、情報セキュリ

ティポリシー等に規定されたルールや対策が遵守されているか評価を行いま

す。

情報セキュリティ水準の維持を目的として、 各部署において情報セキュリ

ティを管理する仕組みが適切に整備・運用されているかを点検することは重要

です。

本市においても、職員の自己点検及び監査を実施しており、それらを継続的

に実施するとともに、今後は最新のセキュリティ対策の知見を有する外部機関

による点検や監査を行い、第三者的な目線での本市の情報セキュリティ水準

の評価が必要と考えています。

実施事項8-3 情報セキュリティ監査の実施
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

監査の実施計画策定

内部監査の実施

外部監査の実施

自己点検の実施

実施評価指標①
（KPI）

自己点検の実施回数

2回以上／年 2回以上／年 2回以上／年 2回以上／年

実施評価指標②
（KPI）

監査（内部・外部）の実施回数

各1回以上／年 各1回以上／年 各1回以上／年 各1回以上／年

６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策8 情報セキュリティ対策

実施事項8-3 情報セキュリティ監査の実施
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６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策8 情報セキュリティ対策

新たな情報セキュリティ脅威への対策を進め、高度なセキュリティを維持し

つつ、利便性と業務効率を両立した柔軟かつ強靭な情報システム環境の実現

を目指します。

目指す姿

現状と課題

取組概要

国が公表している「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関す

るガイドライン」にて新たに示されたセキュリティモデル（β´モデル）を実現す

る場合に必要となる対策（EDR製品や多要素認証等）の導入に向けて検討を

進めます。

また、事業継続計画（BCP）対策の一環として、業務の安定性と柔軟性を確

保し、災害や緊急時にも迅速かつ円滑な自治体運営を実現するため、メールシ

ステムやグループウェアなどのオンプレミスシステムのクラウド化を検討し、組

織全体のレジリエンス強化と業務効率化を図ります。

近年、サイバー攻撃や情報漏洩などのセキュリティ脅威が増加しており、組

織の事業継続性と信頼性を確保するため、情報セキュリティ対策の強化が不

可欠となっています。

本市においては、標的型攻撃をはじめとするサイバー攻撃などに対する情報

セキュリティの脅威に備え、ネットワーク・システム機器の強靭化や侵入・改ざ

ん・情報漏えいなどの防止対策の強化を行ってきました。

今後も、新たな情報セキュリティ脅威への対策を進めるとともに、国が示す

「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に準

拠して、情報セキュリティ対策を強化していく必要があります。

実施事項8-4 情報セキュリティインフラの整備

LGWAN接続系 インターネット接続系マイナンバー系

テレワークパブリッククラウドGov-Cloud LGWAN-ASP

LGWAN専用回線 インターネット

分離
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

EDR製品等の検討

EDR製品等の導入

β´モデルへの移行

メール・グループウェアの更新

実施評価指標
（KPI）

EDR製品等の導入を通じ、本市の情報セキュリティ対策を強化する

６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策8 情報セキュリティ対策

実施事項8-4 情報セキュリティインフラの整備
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６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策9 官民データの利活用推進

各種市保有データの整備を図り、データの利活用を推進していくことで、市

民のより豊かな生活や事業者の活動しやすい環境の実現、さらには地域課題

の解決を目指します。

目指す姿

現状と課題

取組概要

市保有データ等のオープン化に向けて、市が保有する統計情報や地理情報

等の各種データ及び民間保有のデータを、CSVやXMLなどの機械判読に適し

たデータ形式で公開する専用サイトを構築し、市保有データ等を民間が利用し

やすい形で公開しています。

今後においては、新たな公開データの作成を進めるとともに、定期的にデー

タを棚卸し、データのダウンロード数等の調査を行うとともに、公開済みデー

タの陳腐化を防ぐため、データの精査（利用されていないデータの削除、項目

追加等）を行います。

近年、スマートフォンの普及やIoTの進展により、文字・音声・画像・位置情報

など、膨大な種類や量のデータがリアルタイムに流通・蓄積できるようになりま

した。社会のデジタル化に伴い、データは知恵・価値・競争力の源泉となり、市

民のより豊かな生活や事業者の活動しやすい環境の実現、さらには地域課題

の解決に至るまで、その活用はますます重要になっています。

一方で、国や自治体が公表する情報が再利用しづらい（検索しにくい、デー

タの形式が揃っていない、機械判読しにくいなど）ことが課題となっており、昨

今注目されているシビックテック（社会課題の解決に取り組む有志エンジニア

等による活動）の妨げとなっているケースも見られます。

本市においても、民間が必要としている市保有データ等を、民間が利用しや

すい形で提供ができるよう、データ公開サイトを構築しており、更なる市保有

データ等のオープン化を推進する必要があります。

実施事項9-1 市保有データ等のオープンデータ化
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

公開用データの拡充・公開

公開済みデータの精査

実施評価指標①
（KPI）

公開用データの拡充および公開済みデータの精査を継続し、公開データの周知・活用を推進する

実施評価指標②
（KPI）

公開済みデータの精査

1回／年 1回／年 1回／年 1回／年

６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策9 官民データの利活用推進

実施事項9-1 市保有データ等のオープンデータ化
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６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策9 官民データの利活用推進

民間企業のノウハウやサービスを活用し、多様化・複雑化する地域・行政課題

を解決するとともに市民ニーズへの的確な対応を目指します。

目指す姿

現状と課題

取組概要

地域・行政課題の解決に向けた取組として、課題解決アプリの構築を進めま

す。課題解決アプリの構築に向けては、現状本市が抱える行政・社会課題を洗

い出したのち、市Webサイトを活用した解決策の募集（民間企業とのマッチン

グ）、運用ルール策定、アプリ構築、実証実験、本格導入のサイクル確立に向け

た検討を行います。

ライフスタイルの多様化や少子高齢化の進展など、市民生活を取り巻く社会

環境の変化に伴い、地域が抱える課題や市民のニーズは多様化・複雑化してい

ます。

多様化・複雑化する地域・行政課題の解決に向けては、民間企業のノウハウ

やサービスをとり入れ、ICTを活用した課題解決を図る取組を進める必要があ

ります。

実施事項9-2 地域・行政課題解決のためのアプリの構築



45

取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

課題解決策の募集

課題解決アプリの構築・実証実験

本格導入

実施評価指標①
（KPI）

課題解決アプリの構築・実証実験を通して、市民ニーズを的確に把握する

実施評価指標②
（KPI）

課題解決アプリの構築・実証実験

1回／年 ー 1回／年 ー

個別施策9 官民データの利活用推進

実施事項9-2 地域・行政課題解決のためのアプリの構築

６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現
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６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策9 官民データの利活用推進

政策立案の際に市保有データや官民データ等を積極的に利活用し、これまで

以上に透明性・持続性の高い行政運営を実現します。

目指す姿

現状と課題

取組概要

政策立案業務の高度化及び効率化を目的に、公開ができない市保有データ

を含めた庁内データベースの整備及び格納されたデータを職員が分析するた

めのデータ分析ツールの導入を進めます。

また、証拠に基づく政策立案（EBPM）の考え方を浸透させる職員研修を実

施し、官民データや合理的根拠を基に政策立案・効果検証を促進します。

デジタル技術の進歩や行政サービスの高度化、少子高齢化等の背景から、今

後は自治体が保有するデータから将来の問題発生を予見し、問題が起きる前

に対応する予測・予防する施策や、個人情報を安全かつ有効に活用して、ター

ゲッティングによる無駄のない効率的な施策に行政投資を行うことが期待さ

れています。

本市においても、市民に信頼される行政の実現に向けて、政策部門が官民

データ等を積極的に利活用して証拠に基づく政策立案（EBPM）を推進する必

要があります。

実施事項9-3 証拠に基づく政策立案（EBPM）のための庁内データベース等の整備
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取組スケジュール

年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（202８）年度 令和１１（202９）年度

取組
事項

データ活用・EBPMの実施

EBPMの認知度向上・活用の促進

庁内データベース構築の検討

実施評価指標①
（KPI）

EBPMを活用した政策立案数

3施策以上 3施策以上 3施策以上 3施策以上

実施評価指標②
（KPI）

EBPM研修の実施回数

1回／年 1回／年 1回／年 1回／年

６ 個別施策
基本方針3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

個別施策9 官民データの利活用推進

実施事項9-3 証拠に基づく政策立案（EBPM）のための庁内データベース等の整備
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個別施策名 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０(2028)年度 令和１１（2029）年度

1 くらしの利便性を向上させた利用者中心の市民サービスの実現

１ フロントヤード改革の推進

1-1 窓口業務のデジタル化

1-2 職員の業務スマート化

２ 公金収納におけるeL－QRの活用

2-1 公金収納におけるeL－QRの活用

3 マイナンバーカードの取得支援・利用の推進

3-1
マイナンバーカードの取得支援・利用の
推進

４ デジタルデバイド対策（デジタル格差の解消）

4-1
デジタル機器に不慣れな方向けの
教室の開催及びサポート人材の育成

4-2 市民向けオンライン申請サポート推進

７ スケジュール

オンライン申請の導入・拡大

本人認証及びキャッシュレス決済の導入・拡大

窓口DXSaaS等の導入

ワンストップ窓口の運用開始

庁内案内やレイアウトの見直し

デジタルツールの活用

ナレッジマネジメントの運用開始

eL-QRの構築

eL-QRの実装（優先する公金）

マイナンバーカードの取得支援・情報発信

マイナンバーカードの活用検討・実装

各種スマホ教室の開催

サポート人材の育成・維持、活用

サポート体制の維持管理

リモートでの後方支援検討

eL-QRの実装（規制改革実施計画以外の公金の拡充検討）、対応手続の拡充検討

各種スマホ教室の開催

サポート体制の維持管理

各種スマホ教室の開催

サポート体制の維持管理

各種スマホ教室の開催

サポート体制の維持管理
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個別施策名 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０(2028)年度 令和１１（2029）年度

2 デジタル技術を活用した業務変革・生産性向上

５ AI等の更なる利用推進

5-1 AI等の活用

6 テレワークの推進

6‐1 テレワークの推進

7 自治体情報システムの標準化

7-1 情報システム標準化・共通化対応

7-2
クラウド活用に関する方針検討及び
移行推進

７ スケジュール

業務調査・選定

評価

導入、維持管理

ツールの実証実験

業務調査・選定

評価

導入、維持管理

ツールの実証実験

業務調査・選定

評価

導入、維持管理

ツールの実証実験

業務調査・選定

評価

導入、維持管理

ツールの実証実験

システムの構築・導入（一次）

標準化・共通化未対応システムの構築・導入（二次）

標準化対応に伴う業務見直し

ガバクラ利用料の適正化検討

方針検討

クラウド移行

テレワーク利用環境の維持管理

コミュニケーションツールの維持管理
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個別施策名 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０(2028)年度 令和１１（2029）年度

3 安全・安心なデータ利活用社会の実現

8 情報セキュリティ対策

8‐1 職員の情報セキュリティ意識の向上

8‐2 情報セキュリティポリシーの見直し

8‐3 情報セキュリティ監査の実施

8‐4 情報セキュリティインフラの整備

9 官民データの利活用推進

9‐1 市保有データ等のオープンデータ化

9‐2
地域・行政課題解決のためのアプリの
構築

9‐3
証拠に基づく政策立案（EBPM）の
ための庁内データベース等の整備

７ スケジュール

研修の開催

インシデント訓練の開催

外部研修の受講

研修の開催

インシデント訓練の開催

外部研修の受講

研修の開催

インシデント訓練の開催

外部研修の受講

研修の開催

インシデント訓練の開催

外部研修の受講

セキュリティポリシーの見直し

基本方針公表

セキュリティポリシーの見直し セキュリティポリシーの見直し セキュリティポリシーの見直し

監査計画策定

内部監査

外部監査

自己点検 自己点検

EDR製品等の検討

EDR製品等の導入

β´モデルへの移行

メール・グループウェアの更新

監査計画策定

内部監査

外部監査

自己点検 自己点検

監査計画策定

内部監査

外部監査

自己点検 自己点検

監査計画策定

内部監査

外部監査

自己点検 自己点検

公開データの精査

公開用データの拡充・公開

公開データの精査 公開データの精査 公開データの精査

課題解決策の募集

本格導入

アプリ構築・実証実験 アプリ構築・実証実験

庁内データベース構築の検討

データ活用・EBPMの実施

EBPMの認知度向上・活用の促進

課題解決策の募集
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8 実施体制

本計画の推進に当たっては、全庁横断的な組織である 「四日市市デジタル戦略本部」の幹事会配下に「四日市市情報化実行計画推進部会」を設置し、

個別施策毎に分科会を設けて、各事業の報告や評価、進捗管理を効率的に行います。さらには、民間企業等との連携を積極的に進めることにより、最

新技術の活用を図りながら情報化を推進します。

本計画の推進体制は以下のとおりです。

四日市市デジタル戦略本部

本部長：市長

副本部長：両副市長

本部員：各部局長

幹事会

幹事長：デジタル戦略課長

幹事：政策推進課長、財政課長、行財政改革課長、人事課長

事務局

デジタル戦略課

四日市市情報化実行計画 推進部会

部会長：行政DX推進室長
部会員：各分科会長

外部専門家

民間企業など

各分科会

分科会長：デジタル戦略課 職員

分科会メンバー：各所管担当者

※事業の進捗により変動あり

分科会は以下の通り

連携

体制 役割

四日市市デジタル戦略本部は、四日市市総合計画に
掲げる全庁的な情報化の推進（スマート自治体の実現）
に係る具体的な方針及び計画（四日市市情報化実行計
画）に関することについて、協議及び調整を行う。

① フロントヤード改革の推進
② 公金収納におけるeL-QRの活用
③ マイナンバーカードの取得支援・
利用の推進

④ デジタルデバイド対策（デジタル
格差の解消）

⑤ AIの更なる利用推進
⑥ テレワークの推進
⑦ 自治体情報システムの標準化
⑧ 情報セキュリティ対策
⑨ 官民データの利活用推進

幹事会は、本部の事務を補佐し、本部において協議及
び審議を行うべき議案の調整を行う。

四日市市情報化実行計画推進部会は、各分科会の進
捗管理などを行い、その内容を定期的にデジタル戦略
本部（幹事会含む）に報告する。

分科会は、四日市市情報化実行計画に掲げた９件の
個別施策毎に構成し、それぞれ所管担当者を募り、事業
を推進する。
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（参考） 用語解説

索引 用語 意味

A
AI

Artificial Intelligenceの略。
人工知能と訳され、人間の知的ふるまいの一部を、ソフトウェアを用いて人工的に再現したもの。

B

BCP
Business Continuity Plan（事業継続計画）の略。
災害やシステム障害などの緊急事態が発生した場合に、事業を中断させない、または早期に復旧させるため
の計画。

β´モデル
「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（令和2年12月版）」にて新たに示され
たセキュリティモデルであり、インターネット接続系に主たる業務端末と入札情報や職員の情報等重要な情報
資産を配置したモデルのこと。

D
DFFT

Data Free Flow with Trust（信頼性のある自由なデータ流通）の略。
ビジネスや社会課題の解決に役立つデータを、国境を超えて自由に流通させること。

DX
Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）の略。
デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織、企業文化を変革し、競争優位性を確立すること。行政におい
ては、住民サービスの向上や業務効率化を目指す。

E
EBPM

Evidence-Based Policy Making（証拠に基づく政策立案）の略。
政策の企画立案から評価までを、客観的なデータや科学的根拠に基づいて行うこと。

EDR
Endpoint Detection and Response（エンドポイントでの検知と対応）の略。
PCやサーバなどのエンドポイントにおける不審な挙動を検知し、対応するセキュリティ対策。

eL-QR
地方税統一QRコードの通称。地方税の納付書に印刷されたQRコードをスマートフォンなどで読み取ることで、
キャッシュレス決済を可能にする仕組み。

I

ICT
Information and Communication Technology（情報通信技術）の略。
IT（情報技術）に「Communication（通信）」の要素を加えた言葉で、情報処理と通信技術を組み合わせた技
術全般を指す。

R
RPA

Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）の略。
定型的な事務作業をソフトウェアロボットによって自動化すること。

U

UI
User Interfaceの略。
ユーザに対する情報の表示様式や、ユーザのデータ入力方式を規定する、コンピュータシステムの操作感、操
作性のこと。
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（参考） 用語解説

索引 用語 意味

あ行
オープンデータ

国や地方公共団体などが保有する公共データを、機械判読に適した形式で、二次利用が可能なライセンスの下
で公開すること。

オンプレミス
情報システムのサーバやネットワーク機器、データベースなどを自社内の設備で構築・運用する形態。
「クラウド」と対照的に使われる言葉。

か行
ガバメントクラウド

政府が整備・運用するクラウドサービス。地方公共団体が情報システムを構築・運用する際に利用することで、
コスト削減やセキュリティ強化、迅速なシステム導入などを図る。

クラウド
情報システムのサーバやストレージ、ソフトウェアなどのITリソースをインターネットを通じてサービスとして利
用する形態。「オンプレミス」と対照的に使われる言葉。

さ行 スマート自治体 デジタル技術を最大限に活用し、住民サービスの向上と行政運営の効率化を両立させる自治体のこと。

生成AI
テキスト、画像、音声などの多様なデータを学習し、新たなコンテンツを生成する人工知能。文章作成、画像生
成、プログラミング支援などに活用される。

た行
多要素認証

パスワードだけでなく、指紋認証やワンタイムパスワードなど、複数の異なる要素を組み合わせて本人確認を
行う認証方法。

チャットボット
「chat（チャット）」と「robot（ロボット）」という言葉を組み合わせた造語で、入力した質問等に関して、AI が
自動的に応答するというプログラムのこと。

デジタルデバイド
情報格差のこと。
デジタル技術の利用能力や利用環境の違いによって生じる、情報へのアクセスや活用における格差。

テレワーク 情報通信技術（ICT）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。

は行 フロントヤード改革 住民との接点となる窓口業務において、デジタル技術を活用して利便性向上や効率化を図る改革。

ペーパーレス 紙で運用されていた文書・書類・資料などを電子化して活用し、業務効率化やコスト削減を図ること。

ら行 レジリエンス

復元力、回復力、弾力などと訳される言葉で、「困難な状況にもかかわらず、しなやかに適応して生き延びる
力」という意味でも使われる。
さらに、個人から企業や行政などの組織・システムにいたるまで、社会のあらゆるレベルにおいて備えておくべ
きリスク対応能力・危機管理能力としても用いられる。
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